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令和 7年 4月１日  

 
防災に関する対応について（災害応急対策配備体制） 

 

岸和田市立桜台中学校  

校長 池内 容子  

 

区分 配備時期 配備内容 市立学校 配備体制 

（Ｒ４） 

準備体制 

レベル１ 

・府域で震度４の地震が発生

したとき、又は災害のおそれが

ある 

気象予報等により通信情報の

活動の必要がある                

・校長が必要と認めるとき 

・災害初動対策室構成員         

 

・総務第一部自治振興班 

指定職員 

管理職 管理職 

２名 

対策体制 

レベル２ 

・府域で震度４の地震が発生

したとき、又は災害のおそれ

が、時間・規模等の推測が困

難なとき 

・校長が必要と認めるとき 

・災害初動対策室構成員         

・総務第一部自治振興班 

指定職員 

・災害初動対策室が指示する 

各部署 

管理職 管理職 

首席 

３名 

 

Ａ号体制 

レベル３ 

・府域で震度４の地震が発生

したとき、小規模の災害が発

生したときで校長が必要と認

めるとき 

・職員の１／４動員 校長の判断する 

教職員       

（職員の１／４） 

管理職 

首席、教務 

生徒指導主担 

健康安全主担 

管理主担 

学年主任 

９名 

Ｂ号体制 

レベル４ 

・府域で震度５弱以上の地震

が発生したとき、中規模の災

害が発生したときで、校長が

必要と認めるとき 

・職員の１／２動員 校長の判断する

教職員       

（職員の１／２） 

A号体制＋ 

環境整備 

学年生指 

健康安全部 

27名 

Ｃ号体制 

レベル５ 

・府域で震度６弱以上の地震

が発生したとき  

・大規模な災害が発生したと

きで校長が必要と認めるとき   

・全職員 校長の判断する 

教職員         

（全職員） 

全職員 

 

A号体制…池内 竹内 福永 瀬戸 水口 後藤 山崎 藤本佳 荒井  

B号体制…A号体制 瀬戸 西野 三木 藤本和 大野 高橋幸 高橋誠 荒澤 

                   西浦 木村 佐藤 安枝 大西洋 中野 井関 柴田 阿児 藤田  

酒井 藤本佑 小林 貝野 池田 永澤 成瀬 中澤 後藤 山根 谷藤 

C号体制…新規採用、講師含む。ただし、非常勤講師は含まない。 

          災害状況により参集できない場合は、その限りではない。 
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校長は、法の趣旨及び規定等に従い、その自己の職責の重大性を自覚し、防災等に際しては、その職責遂行

に全力を挙げて専念しなければならない。 

 そこで、校長に対する市教委の連絡・指示事項が発せられた場合に、学校施設及び設備の管理者である校長

は、次の事項により最大限の連絡体制、安全確保に努める。 

 

（１）生徒の安全確保に適切な措置を講ずる。 

（２）市教委と校長との相互連絡体制を確立する。 

（３）市教委の連絡・指示事項は、責任を持って迅速に次校に伝達する（緊急時連絡網の使用）。 

（４）動員計画としての配備体制は、次のとおりとする。 

①警戒体制・・・・・市教委の指示があった場合（管理課） 

災害のおそれがあるが、時間・規模等の推測が困難なとき。 

②Ａ号体制・・・・・校長（教頭）の判断する教職員（職員の１／４） 

小規模の災害発生したとき。 

③Ｂ号体制・・・・・校長（教頭）の判断する教職員（職員の１／２） 

中規模の災害が発生したとき。 

④Ｃ号体制・・・・・校長（教頭）の判断する教職員（全職員） 

（５）応急教育等対策 

岸和田市地域防災計画 第２編及び第３編第４章４節に基づく 

（６）教職員の動静について 

①Ａ号からＣ号の発令の場合は、事後すみやかに出勤職員名、時間帯を市教委に報告する。 

②学校が臨時休業になった時でも、教職員はすべて勤務を要しない日とはならないことに留意する。 

（７）その他 

その他、各校長は必要に応じて市教委と連絡を密にし、また市教委の指示に基づいて適切に対応、 

処理する。 
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【対策本部の設置（業務内容）】 
 

業務（班名） 役割 準備物 

対策本部 
□各班との連絡調整 

□非常持ち出し書類搬出 

□校内の被災状況把握 

□日誌や報告書の作成 

□校内放送等による連絡・指示 

□応急（緊急）対策の決定 

□教育委員会・PTA との連携・報告 

□報道機関の対応 

□情報収集（気象（災害）情報等） 

□危機管理マニュアル 

□学校敷地図 

□ラジオ 

□ハンドマイク 

□懐中電灯 

□緊急活動の日誌 

□トランシーバー 

□携帯電話 

 

安否確認・ 

避難誘導班 

□児童生徒等・教職員の安否確認 

□安全な避難経路で避難誘導 

□負傷者の把握 

□下校指導・待機児童生徒等の掌握・記録 

□揺れが収まった直後の負傷程度の把握 

□行方不明の児童生徒等・教職員を本部に報告 

□クラスの出席簿 

□行方不明者の記入用紙 

（児童生徒等・教職員） 

安全点検・ 

消火班 

□初期消火 

□避難、救助活動等の支援 

□被害の状況確認（施設の構造的な被害、電気・ガス・水道・

電話の被害状況）→本部に報告 

□校内建物の安全点検・管理 

□近隣の危険箇所の巡回 

□二次被害の防止 

□消火器 

□ヘルメット 

□ラジオ 

□道具セット 

□手袋 

□被害調査票 

応急復旧班 
□被害状況の把握 

□危険箇所の応急処理 

□「立ち入り禁止」「使用禁止」等の表示 

□避難場所の安全確認 

□被害調査票 

□ヘルメット 

□構内図 

□ロープ・標識 

□バリケード 

救護班 
□児童生徒等・教職員の救出・救命 

□負傷者や危険箇所等の確認・通報 

□担当区域で負傷者の搬出 

□学校施設内の巡回チェック 

 

□安全靴・防災マスク 

□ヘルメット・革手袋 

□スコップ・のこぎり・斧 

□毛布・担架 

□AED 

救急医療班 
□養護教諭を中心として構成 

□手当備品の確認 

□負傷者の保護・応急手当 

□医師や関係医療機関等との連携 

□応急手当の備品 

□健康カード 

□水・担架・毛布 

□AED 

保護者連絡班 
□引き渡し場所の指定 

□引き渡し対応の事前の取り決め 

□保護者等が到着した順に児童生徒等を引き渡す（引き渡

しカード使用） 

□一斉メール配信・電話連絡網での対応 

□地域防災無線等を利用した連絡依頼等 

□引き渡しカード 

□出席簿 

□集合場所のクラス配置図 

避難所協力班 
（状況に応じて） 

□開設準備（開放区域明示・名簿作成・誘導等） 

□緊急物資の受入れ 

□ボランティアの受け入れ 

□市防災担当課と連携した避難所の運営支援 

□マスターキー 

□バリケード 

□ラジオ・ロープ・テープ 

□構内配置図 

□避難者への指示（文書） 
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【緊急時連絡網】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意点】 

※刃物による事件等、緊急事案が発生した場合に、この連絡網を使用します。 

※連絡網をまわす際には、必ず「緊急時連絡網で」と伝えてください。 

※連絡を受けた学校園は、門の施錠や児童生徒等の安全を確保する措置を 

とるなど、必要に応じて適切な対応をお願いします。 

※幼稚園には、小学校から連絡してください。 

 

岸和田警察 

生活安全課 

439-1234 

市教委  

学校教育課 

423-9683 

人権教育課 

423-9685 

教育長 

 

教育総務部長 

 

中央小 422-0301 

        

旭小   427-0904 

            

春木小  422-0552 

             
春木幼  422-1477 

 

八木北小 443-6631           

八木北幼 443-6577 

山直北小 445-0156 

            
山直北幼 444-1115 

岸城中 422-2401 

(夜間) 438-6553  

             

産業高 

（全日制）422-4861 

（定時制）422-4862 

       

子育て支援課
423-9610 

            

生 涯 学 習 課    
423-9616 
            
 

岸和田市 

教育センター   

426-1001 

            

城内小 422-0310 

         岸城幼  422-0881 

朝陽小 422-0302 

         
朝陽幼  439-6160 

太田小 427-8124 

         
太田幼  427-8884 

修斉小 427-5913 

         
修斉幼  428-5329 

大芝小 422-1031 

         大芝幼  439-8258 

城北小 444-1055 

         城北幼  444-3668 

八木小 445-0049 

         八木幼  445-4552 

光明小 445-0138 

         光明幼  444-0763 

城東小 444-5516 

         城東幼 444-7186 

山直南小479-0054 

         
山直南幼479-0836 

浜小   422-0327 

            
浜幼   431-2790 

東光小 422-0461 

         東光幼  422-6278 

天神山小 427-8775 

         天神山幼 428-6113 

東葛城小446-1169 

          東葛城幼446-3416 

大宮小 445-1725 

         大宮幼  445-1053 

新条小 445-5705 

         
新条幼  444-2461 

八木南小445-5894 

         
八木南幼444-1090 

常盤小 427-4954 

         常盤幼 427-1441 

山滝小 479-0012 

         
山滝幼  479-0012※R7 休園中  

光陽中 422-7521 

         

 

野村中 436-3156 

         

 北中   444-6646 

            

 

山滝中 479-0027 

         

 

山直中 445-5892 

         

 

春木中 423-0006 

         

 

久米田中 445-0157 

         

 

葛城中 427-5907 

         

 

土生中 428-2160 

         

 桜台中 426-0282 

         

 

チビッコホーム 

 

各保育所 

 

大阪技能専門 427-7600 

神須学園高 493-3977 
         

久米田高 443-6651 

         

 和泉高   423-1926 

         

 近大泉州高 479-1231 

         

岸和田高  422-3691         

 

岸和田いずみ幼 427-1952  

 

岸和田支援 426-3033  

 

聖母幼      437-1687   

 
春木カトリック 443-5225 

         

  

子育て施設課 423-9483 

            

各公民館 

 

最

終

校

園

は

岸

和

田

市

教

育

委

員

会

へ 

最
終
校
園
は
岸
和
田
市
教
育
セ
ン
タ
ー
へ 
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【災害発生に対する基本的な考え方】 

  災害に備え、生徒の安全を確保するため、休校等の措置や安否確認とともに、速やかに学校の再開に向け

た措置を行う。 

 

【対策の展開】 

生徒への対策 

１）事前の措置 

ア 教職員は、常に気象状況その他の災害に関する情報に注意し、災害発生のおそれがある場合は、次のと

おり学校長と協力して災害応急対策に備える。 

① 学校行事、会議、出張の中止 

② 休校措置、生徒の避難、災害の事前指導及び時後処理、保護者への連絡方法の検討 

③ 勤務時間外においては、校長は所属職員の所在を確認し、非常招集の方法を定め、職員に周知する     

  →携帯電話、学校メールにて連絡 

 

２）災害時における学校園の応急対策 

ア 在校時間中に災害が発生した場合、生徒の安全確保に全力を挙げて取り組むとともに、生徒の安否、被

災状況等を把握し、速やかに教育委員会総務課に報告する。 

イ 登下校路の安全が確保された場合は、校長、教頭を中心とする防災組織の指示に従い、保護者への引き

取り連絡、教職員の引率による集団下校その他の臨時下校等適切な措置をとる。ただし、生徒を下校させ

ることが危険であると認められるときは、学校内に保護し、極力、保護者への連絡に努めるものとする。 

ウ 夜間・休日等に災害が発生したときは、教職員は災害状況に応じ予め定める基準に基づき所属の学校に

参集し、市が行う災害応急・復旧対策に協力するとともに、応急教育の実施及び後援者の管理のための体

制の確立に努める。 

 

３）学校給食の措置 

災害を受けるおそれが解消したときは、学校再開に併せて速やかに学校給食が再開できるよう措置す

る。ただし、被災状況等により完全給食の実施が困難な場合は、簡易給食を実施する。なお、次の場合は、

学校給食は一時中止する。 

ア 避難所となった学校においては、非常緊急措置として学校給食施設で炊き出しを実施する場合 

イ 給食施設が罹災し、給食実施が不可能となった場合 

ウ 感染症（伝染病）の発生が予想される場合 

エ 給食物資が入手困難な場合 

オ その他給食の実施が適当でないと認められる場合 

 

４）学用品等の調達、支給 

ア 災害救助法が適用された場合、災害によって学用品を失い、又は損傷して就学上支障のある中学校の生 

徒に対して同法の規定に基づいて教育委員会が学校を通じて学用品等を支給する。 

イ 学用品等の支給は、被害の実情に応じ、次にあげる品目の範囲内において現物をもって行う。 

①教科書   ②文房具   ③通学用品 

ウ 災害救助法が適用された場合は、無償で給与される。 
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エ 災害救助法が適用されない場合は、被害の状況を調査し、できるだけ速やかに調達し支給する。 

 

５）就学援助に関する措置 

被災により、就学することが著しく困難になった生徒が相当数に達し、就学援助費の給付授業料等    

  の免除及びその他の補助を行う必要性が認められた場合は、関係機関と協議のうえ必要な措置を講ずる。 

この場合においては、校長の申請に基づいて措置する。 

 

６）生徒の健康管理等 

ア 被害の状況を勘案し、校長を通じ平素の保健管理、安全指導を強化する。 

イ 被災地域の生徒に対して、学校医及び医療救護部健康推進班と緊密な連絡をとり健康診断等を行い、感 

染症の予防についての適切な措置をとる。 

ウ 被災した生徒に対しては、その被災状況により保健指導やカウンセリング等を実施し、健康の保持、心 

のケア等に努める。 

エ 災害の状況により、被災学校園の施設の清掃、消毒等を行い、感染症の予防に努める。 

 

＊備考  

・岸和田市地域防災計画で、市内各小・中学校が非常時の地域住民の避難場所として指定されている。 

  ・桜台中学校の避難場所指定教室等は【 体育館 】とする。 

・災害の内容や程度によっては、別教室【柔剣道場、グラウンド】を指定する場合もある。 

 

【医療機関】 

名称 電話番号 診療科目 

うえのクリニック※ 493-3915 内科・外科・整形外科 

久米田外科整形外科病院※ 443-1891 内科・外科・整形外科 

みなみ耳鼻咽喉科クリニック※ 428-3341 耳鼻科 

泉本歯科診療所 441-6565 歯科 

渡辺病院（眼科） 426-3456 眼科 

みやもと眼科 423-4611 眼科 

楠部眼科 422-0816 眼科 

葛城病院 422-9909 内科・整形外科 

山辻医院 427-3166 内科・外科・皮膚科 

岸和田市民病院 445-1000 総合・救急病院 

徳洲会病院 445-9915 総合・救急病院 

※は学校医 

 

学校医 

・篠原和幸 （しのはら整形） 

・大槻美弥 （久米田外科整形外科病院） 

・泉本真一 （泉本歯科診療所） 

・西澤あづさ（山本歯科医院） 

 

薬剤師 

・中住和典 （なかずみ薬局） 
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１．危機管理の目的 

  リスク・マネジメント  

・事前の危機管理（危機の予知予測や事故等の未然防止に向けた体制整備、点検、訓練、研修等） 

    ・学校安全計画に教職員の研修を位置づけ、「事前」・「発生時」・「事後」の三段階の危機管理に対応した校内研 

修を行う。 

 

  クライシス・マネジメント 

・個別の危機管理（事故等が発生した際に被害を最小限に抑える観点から、様々な事故等への具体的な対応） 

    ・事後の危機管理（緊急対応が一定期間終わり、復旧・復興する観点から引き渡しや心のケア、調査、報告） 

 

２．想定される危機 

分類 内容（例） 

A 学習活動等 学習活動 運動時、実習・実験、郊外活動中の事故 

特別活動 修学旅行、現場学習等での事故 

部活動 熱中症による入院、運動時の事故 

その他 学校施設利用中の事故、生徒間トラブルによる事故 

B 健康 感染症 新型コロナ、新型インフルエンザ、感染性胃腸炎等の集団感染 

アレルギー 食物アレルギーによるアナフィラキシー等 

食中毒 給食等による集団食中毒、給食への異物混入等 

C 登下校・郊外での事故  交通事故、不審者情報等 

D 犯罪  校内での暴力行為、脅迫、不審者の侵入等 

E 災害  火事、地震、津波、台風、風水（雪） 

F その他 問題行動 いじめ、虐待、器物破損、喫煙等 

 Jアラート、教職員の不祥事等 

 

３．未然防止と日常の備え(リスク・マネジメント) 

 ・全職員への危機管理マニュアルの周知徹底と定期的な検証を行う。 

・職員研修を定期的に実施する(ＡＥＤを含む心肺蘇生法、エピペン®の使用方法を含むアレルギーへの対応)。  

・年度当初に避難経路、職員の役割分担の確認を行う。 

・登校指導、下校指導、防犯教室などの安全指導 

・学校危機未然防止のために、日ごろから生徒一人ひとりの継続的な支援や年に５回（１学期２回、２学期２回、 

３学期１回）定期的な学校施設や設備点検や避難訓練を行う。 

 ・教職員研修資料を活用した研修『子ども（生徒）を事件・事故から守るためにできることは』（文部科学省） 
 

【子ども 99 番の登録】    

 

 

 
 
 

【安まちメールの登録】 

 

 

 

 

 

 

 

「こども 99 番」は子どもたちへの事件や事故、不審者情報など、安全確保に関する情

報を、登録いただいたパソコンや携帯電話へ岸和田市よりメール配信するサービスで

す。右の QR コードから携帯用の登録ができます。 

安まちメールは、ひったくり、路上強盗、子供や女性に対する被害情報、特殊詐欺等情

報、公開手配情報、重大事件発生情報、犯罪等注意報を、警察署からリアルタイムにお

知らせする情報提供サービスです。右の QR コードから登録ができます。 
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４．危機発生時の基本的な初期対応（クライシス・マネジメント） 

 ① 迅速で的確な措置（危険の予知と回避、適切な指示と対応、連絡と応援要請等） 

 ② 生徒、教職員の安全確保（命を守る行動、待機、避難等） 

 ③ 正確な情報共有と集団的な対応（情報共有、指揮系統の明確化、役割分担、関係機関との連携等） 

 ④ 生徒の安全な保護者への引き渡し（町別、方面別の集団下校、または学校待機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．正常な教育活動の維持・回復 

①情報の整理と生徒、保護者等への正確な情報提供と説明・対応 

・危機等発生時には、教育委員会に速やかに報告したうえ、連携して対応に当たる。 

・事故等の発生状況や経過、負傷者等の状況、緊急に実施した措置などを記録・整理しておく。できる限 

り迅速かつ確実に事実確認を行い、学校側が知り得た事実は、被害児童生徒等の保護者に対し正確に伝 

えるなど、責任のある対応を行う。被害児童生徒等の保護者への対応にあたる責任者を決め、誠意ある 

事態への対処に努める。 

    ・生徒や保護者間に憶測に基づく誤った情報が広がることを防ぐため、被害生徒等以外の保護者に対して 

も、事故・事件の深刻さ等を勘案し、状況に応じて保護者説明会等の開催など、必要な情報共有を行う。 

 

②PTA、地域、関係機関との連携 

 

 ③報道機関への対応（窓口は校長。原則としての校内立ち入りや取材をさせない） 

     ・情報を整理し適宜提供する。※注意※ 事実だけを伝える（不確かなこと、推測、うそ、ごまかしはしない）。 

・情報の混乱を避けるため、窓口は一本化する。 

・複数対応（応答者と記録者） 

・生徒等の特定をさせない 

・電話取材の即答はしない 

・質問事項に答える（相手の所属・名前、応答内容や報道内容の記録と整理） 

・ノーコメントはしない、無理な約束はしない 

・教育委員会への報告（取材等について事前に相談） 

・保護者と報道の分別対応（同席はさせない） 

 

 ④再発防止に向けたとりくみ（原因の調査・確認、対応の検証と見直し、生徒への指導） 

 

 ⑤生徒の心のケア（必要に応じてスクールカウンセラーを活用） 

 

 

 

 

緊急事態の発生 

① 状況把握 

② 生徒から離れない 

③ 通報・協力要請 

（火災報知器使用可能） 

※発生場所に 

一番近い職員で対応 

【生徒と教職員の安全確保】 

① 一次避難（その場で待機または離れる） 

② 二次避難（教室待機、体育館への避難） 

【集団での迅速な対応】 

① 発生現場へ急行し、生徒の安全確保 

② 緊急放送で生徒への指示（待機または避難） 

③ 関係機関への緊急連絡（警察 110番、消防 119番） 

保
護
者
へ
の
安
全
な
生
徒
の
引
き
渡
し 
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〇持続的な再体験 
 ・体験した出来事を繰り返し思い出し悪夢を見たり、目の前で起

こっているかのような生々しい感覚がよみがえったり（フラ

ッシュバック）する。 
 
〇体験を連想させるものからの回避や感情がまひした

ような症状 
・体験した出来事と関係するような話題などを避けようとする。 

・体験した出来事を思い出せない。 

・人や物事への関心が薄らぎ、周囲と疎遠になる 等。 
 

〇感情・緊張が高まる 
・よく眠れない、イライラする、怒りっぽくなる、落ちつかな

い。 

・物事に集中できない、極端な警戒心を持つ、ささいなことで驚

く 等。 

 

□ 

普
段
の
生
活
の
リ
ズ
ム
を
取
り
戻
す 

□ 

症
状
が
必
ず
和
ら
い
で
い
く
こ
と
を
伝
え
、 

安
心
感
を
与
え
る 

□ 

児
童
生
徒
が
嫌
が
る
こ
と
は
し
な
い 

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
予
防
・
対
応 

 
・教育委員会への支援の依頼、 
・教職員・学校医・スクールカウンセラー等との連携 

心 の キ ズ 

事故等に遭遇 

ＰＴＳＤの三大症状 

支援体制の確立 

回 復 

□ 

保
護
者
等
の
情
報 

□ 

保
健
室
の
来
室
状
況 

□ 

質
問
紙
に
よ
る
調
査 

□ 

日
常
生
活
の
健
康
観
察 

心
の
健
康
状
態
の
把
握 
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６．具体的な事象に対する初期対応 

 A 学校事故 

  ・基本は「桜台中学校 危機管理マニュアル」に沿って対応する。 

  ・配慮が必要な生徒の対応に関しては、全職員で情報交換を行い共通理解を図る。 

  ・日常的な健康調査を行い、個々の生徒の状況を絶えず全職員で情報共有を行う。 

  ・年度初めに、救急法などの必要な講習は全職員で行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

応急手当を実施する際の留意点 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被害児童生徒等の保護者への連絡の留意点 

 

 

 

 

 

 
 

※重大な事故等が発生した場合 

□ 状況の説明（管理職） 

必要に応じ緊急保護者会開催 

□ 報道機関への対応 

（窓口の一本化） 

□ 保護者への丁寧な対応 

  （お見舞い等を含む） 

□ 保護者との密な連携（対応窓口は 

担任を中心に一本化するが、状

況によって管理職にする。） 

□ 生徒等のケア 

  （カウンセラー・学習保障等） 

□ 教育再開準備 

□ 事故の再発防止対策の実施 

□ 事故報告書の作成 

□ 災害共済給付等の請求 
 

事故等発生（授業中・休憩時・部活動中） 

養護教諭 教職員 

□ 警察や救急車の要請 

□ 保護者連絡 

□ 教育委員会に第一報 
 

□ 医療機関への同行 

事
故
等
対
策
本
部 

発見者 
・発見者はその場所を離れない。 

・傷病者の症状の確認 

・心肺蘇生法などの応急手当 
・協力要請や指示 

 

管理職 

・当該保護者に対し、事故等の発生（第一報）を可能な限り早く連絡する。 

・事故等の概況、けがの程度など最低限必要とする情報を整理したうえで連絡する。 

・被害の詳細、搬送先の医療機関等、ある程度の情報が整理できた段階で第二報を行うとともに、正

確かつ迅速な連絡に努める。 

・事故の説明や検証に向けて、必要に応じて状況が分かる写真等を撮っておくことが有効である。 

・事故等発生の時間により、被害生徒の兄弟姉妹を一緒に帰宅させる必要があるかどうか等。 

様々な配慮ができるよう冷静に対応する。 

 

 

・事故等の対応によっては救命処置が一刻を争うことを理解し、行動する。 

・生命に関わる緊急事案については、管理職への報告よりも被害生徒等の救命処置を優先させ迅速

に対応するなど適切に判断する。 

・教職員は事故等の状況に動揺せず、周囲の生徒等の不安を軽減するよう努める。 

・応急手当を優先しつつも、事故等の状況や対応、結果について適宜メモを残す。また、病院搬送

後の治療を迅速に行うためにも、事故が起きた場所を写真に撮っておくことが有効である。 

・病院搬送の場合は、可能な限り事故の詳細を把握している職員や管理職が同行するようにする。

また医療機関においては、可能な範囲で医者の診断を聞いておくことも、事後にまとめる報告書

を作成するときに有効である。 
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事故情報等の共有 

   学校の事故等に関しては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付オンライン請求システム」

から、自校で起きた過去の事例を閲覧することが可能であり、他校の死亡・障がい事例に関しては、一般公開され

ている「学校事故事例検索データベース」や「学校の管理下の災害」（毎年発行冊子）等から事例を収集することが

可能である。各学校園においては、先行事例と同様の事故等が発生しないよう、これまでの情報を収集するととも

に、校内で発生した事故やヒヤリハット事例についても教職員間で共有し、重大事故が発生する前に対策を講じる。

そのために、普段から小さな事案を見逃さず適切に対策 

を講じることが、重大事案を防止するうえで重要であることを全教職員と共有し対策にあたることとする。  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内小中学校で生起した事故における被害児童生徒の怪我の写真（学校・保護者より提供）。写真で残し共有すること

で、事故の重大性を理解しあい、二度と起こしてはならないという気持ちで対策にあたることができる。 

【参考】『学校事故対応に関する指針』（文部科学省 令和６年 3 月） 
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必要なし 必要あり 

① 安全確認 

② 反応なし 

③ 119 番通報・AED 依頼 

④ 呼吸は？ 
様子を見ながら 

応援・救急隊を待つ 

普段通りの 

呼吸あり 

呼吸なし 
または死戦期呼吸 ※１ 

⑤ 直ちに胸骨圧迫を開始する 

・強く（約５cm） 

・速く（100～120 回/分） 

・絶え間なく（中断を最小限にする） 

⑥ 胸骨圧迫 30 回と 
人工呼吸２回の組み合わせ 

⑦ AED 装着 ※２ 

心電図解析 
電気ショックは必要か？ 

 
直ちに 
胸骨圧迫から再開 

電気ショック 

ショック後直ちに 

胸骨圧迫から再開 

大声で応援を呼ぶ 

⑧ 救急隊に引き継ぐまで、または傷病者に普段通りの呼吸や 

  目的のある仕草が認められるまで続ける 

分からない時は 

胸骨圧迫を開始する 

小児は胸の厚さの 

約１/３ 

一次救命処置の手順について 

※１【死戦期呼吸】 
 心肺停止が起こった直後には「死戦期呼吸」（しゃくりあげるような呼吸が途切れ途切れに起こ

る呼吸のこと）と呼ばれる呼吸が見られる場合もあるが、これは正常な呼吸ではない。救命処置

においては、意識や呼吸の有無が「分からない」場合は、呼吸と思えた状況が死戦期呼吸である

可能性にも注意して、意識や呼吸がない場合と同様の対応とし、速やかに心肺蘇生と AED 装着

を実施する必要がある。 

※２【AED の使用】 

 AED の使用方法については、教職員研修等を通じて事前に知識・技能を身に付けておく。 
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【頭部外傷への対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 頭頚部外傷事故発生後の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 26 年 9 月 15 日に生起した岸和田市立中学校での事案 

 

【熱中症の対応と予防のために】 

 ・学校管理下での熱中症死亡事故は、ほとんどが体育・スポーツ活動時である。それほど高くない気温（25～ 

30℃）でも湿度が高い場合に発生することがあるので注意する。 

 ・環境温湿度または WBGT（湿球黒球温度）等を測定し、『熱中症予防運動指針』（（公財）日本スポーツ協会）、

「熱中症警戒アラート」・「熱中症特別警戒アラート情報」を活用し実施の可否などを判断する。 

・水分補給は、0.1～0.2％程度の食塩水を補給するのが望ましい。 

・運動前の体調チェックや健康観察を行い、体調の悪い人は暑い中で無理に運動させない。 

・梅雨明けなど急に暑くなったときは、体が暑さに慣れていないので暑さに慣れるまでの 1 週間くらいは、

短時間で軽めの運動から始め、徐々に慣らしていく。 

 

 

 

 

 

 
 

 

コンタクトスポーツ（ラグビー、柔道、サッカー等）や回転運動等を伴う競技での、転倒や投げ技により、地面

や畳、床等で頭部を強打したり、脳が激しく揺さぶられたりすることや、友人同士のトラブル等での転倒・頭部強

打（※）により、「脳振盪」「急性硬膜下血腫」「頚髄・頚椎損傷」等を引き起こす可能性がある。 

頭頚部外傷事故は男子に多く、体格の発達や運動能力の向上に伴って増加する。部活動においては競技経験の浅

い初心者に事故が起こりやすい。発達段階や技量に応じた活動計画を立て、適切な指導を行うことが重要である。

無理な練習や施設設備の不備等がないように注意する。また、友人同士のトラブル等、日ごろからしっかりと児童

生徒の人間関係を観察し、トラブルが起こらないように未然防止が必要である。 

 

 

 

事故発生 

救急車要請・搬

送 

あり 

＜留意点＞ 
・脳振盪の一項目である意識消失（気を失う）から回復し

た場合も、速やかに受診し医師の指示を仰ぐこと。 

・頭部打撲の場合、その後、６時間くらいは急変の可能性

があるため、帰宅後の家庭での観察も必要となる。 

・頚髄や頚椎の損傷が疑われる場合、動かすことによって

重症にしてしまう危険性があるので、できるだけ救急隊

に搬送してもらう。 

※すぐに立たせない 

意識障害の有無 

記

号

死

亡

・

障

害

死亡障害種

学

校

種

被

災

学

年

性

別

場

合

1

場合2 競技種目

通

学

方

法

発生場所1 発生場所2

遊

具

等

発生状況

30

障

15

4

障

害

精神・神経

障害
中 1 男

課

外

指

導

体育的

部活動

野球

（含軟

式）

学校内・

校舎外

（園内・

園舎外）

運動場・

校庭

（園庭）

野球部の練習後片付けていたとき、

同級生の部員と口論になった。荷物

を置いてある運動場横の段差のところ

で相手とにらみ合いのようになったが、

本生徒が引き下がり、振り向いて階

段の方向を向こうとしたとき、相手が

本生徒の身体を押したため、バランス

を崩して、後ろ向きで段差から落ち

た。途中の段差で足をついたが、その

まま頭から一番下のコンクリートに落ち

て、頭を強打した。

熱中症を疑う症状 
・けいれん、ふらつき 

・吐き気、めまい等 

 

意識障害の有無 

救急車要請、応急手当 

・涼しい場所に避難、水分補給 

・衣服をゆるめる、体を冷やす 

あり

の有

無 
なし

障害

の有

無 

必要に応じて、病院

受診、救急搬送 
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B 健康 

【感染症への対応】 

新型コロナ感染症の対応 

 

陽性者が判明した場合 

１．保健所の判断で、学校園における疫学調査（濃厚接触者の特定）や消毒作業が教育活動を行う日に及び、臨時 

休業が必要な場合 

    ○学校：保護者通知、学校ホームページ掲載    ○教育委員会：市ホームページ掲載、報道発表 

 

２．保健所の判断で、学校園における疫学調査（濃厚接触者の特定）や消毒作業が必要だが、休日のみの対応で臨 

時休業が不要な場合 

    ○学校：保護者通知、学校ホームページ掲載    ○教育委員会：対応なし 

 

３．発症日を含む調査（濃厚接触者の特定）が必要な期間に陽性者が登校もしくは勤務していないため、保健所の 

判断で学校園における疫学調査（濃厚接触者の特定）や消毒作業の必要がなく、臨時休業が不要な場合 

○学校園：対応なし                             ○教育委員会：対応なし 

 

令和２年 11月 16日以降の対応基準 

 対応項目 
学校臨時休業、学年・学校閉鎖 

臨時休業 学年・学校閉鎖 クラスター発生時 

学 

校 

園 

保護者への通知 ○ ○ ○ 

ホームページ ○ ○ ○ 

市 

教 

委 

ホームページ ○ × ○ 

報道発表 × × ○ 

※発症日       ・有症状の場合…症状が出た日  ・無症状の場合…検査日 

 

生徒等や教職員の感染が確認された場合、学校保健安全法第２０条に基づく学校の全部または一部の臨時休業の

要否等について、以下の通り判断します。 

陽性の事実確認は、保護者からの報告に限る。個人情報保護の観点から、保護者からの連絡なしに、決して学校側

が保健所に問い合わせをしたり、あるいは地域や他の保護者等からの情報を鵜呑みにして当事者に聞かないこと。 

PCR 検査の受診等があれば保護者は速やかに学校に連絡をいただく旨の依頼文は、定期的に出しておくこと。ま

た、学校ウェッブページにもあげておく。 

 

① 校長は岸和田市教育委員会総務課長に連絡し報告する。感染者の学校内での活動状況。この情報を踏まえ、市 

教委は保健所に臨時休業の実施の必要性について相談するとともに、学校及び市教委は保健所による濃厚接触 

者の範囲の特定等に協力。 

② 同時に、校長は、感染した生徒等について、学校保健安全法第 19 条に基づく出席停止の措置をとる。感染者が 

教職員である場合には、職務専念義務の免除等により出勤させない扱いとする。 

③ 加えて、保健所の調査により、他の生徒等や教職員が濃厚接触者と判定された場合には、校長は、これらの者に 

ついても同様の措置（出席停止・出勤させない扱い）を取る。 
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臨時休校となる場合 

① 外部対応 校長窓口：総務課、保健所 教頭・首席・健康安全部長窓口：保護者 

・校長は、総務課課長への報告後、給食センターへ速やかに連絡する。保健所の連絡を待ち、指示を受ける。 

② 教頭は、主任会メンバー（養護教諭含む）を直ちに校長室に召集し、今後の対応を確認する。 

・教頭は、保護者あて通知文と、メール文を作成し、校長に確認を取る。 

・下校体制、下校時刻の確認 

・生徒への説明内容と守秘義務厳守 

・校内消毒作業の確認 

③ 首席は、全職員を招集する。 

・校長より、説明と指示。 

・教頭は、作成した保護者あて文章について留意事項を指示。 

・情報交換 

④ 校長は、保健所へ持参する調査対象期間中の資料を収集確認。校長、該当担任で保健所へ向かう準備をする。 

その後、総務課長へ連絡する。 

⑤ 下校体制 →放送終了後、プリント配付・諸注意 → 一斉下校 

・校長、生徒指導主担は、全校放送をする。  

・教頭は、メールを配信する（下校時刻を明確にしておく）。 

・情報担当者は学校ウェッブページに情報をアップする。 

・担任は、各教室で放送終了後、プリント配付と注意喚起（各学年担当は教室へ配置） 

⑥ 外部対応 

・校長は、ＰＴＡ会長 校区２小学校へ連絡 

・養護教諭は 学校医・薬剤師へ連絡 

 

電話対応 

・多い質問は「濃厚接触者の有無がいつわかるか」。メール発信の際に内容に加えておく。 

・教頭、首席、健康安全部長を中心に電話対応 

「保健所による疫学調査を行っている。濃厚接触にあたるかどうかの連絡は判明し次第、連絡する（過去の事 

例から当日中には判明するが陽性が分かった時間による）。わかるまで外出は控えていただく。感染者に関 

する情報等、個人情報は一切言うことができない。守秘義務があるため、ご理解いただく。風評被害がひどく 

なれば人権侵害事象に発展しかねない。大事なのは、感染者の早期回復と、ご家族の心情に寄り添える、冷 

静な判断をお願いしたい。・・・」 

⑦ 校長、該当教職員：保健所へ出向 

⑧ 校内消毒作業 

⑨ 職員打ち合わせ（守秘義務の徹底） 

・校長は、保健所の聴き取り内容の説明 

・今日の対応の気づきと改善点の洗い出し 

・今後の行事の再確認 

⑩ 濃厚接触者、臨時休校機関変更等あれば・・・ 

・教頭は、保護者あて通知文と、メール文を作成し、校長に確認を取る。 

・該当担任は、感染者の家庭へ連絡。生徒の様子、学校の体制、安心して完治できるように・・。 

⑪ 臨時休業、学年・学級閉鎖中は、Google Classroom と Google Meet を使用し、健康観察と学習支援を行う。 

 

  学校再開 

① 職員朝礼で留意事項確認 部活動はなし 

② 校長、生徒指導主事は、全校放送 → 学級指導 

③ 欠席状況の確認と集約 

④ 放課後、校内消毒作業 

⑤ 職員打ち合わせ→完結 
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【食物アレルギーへの対応】 

  ・エピペンと食物アレルギー講習会（アレルギー疾患の理解）を毎年４月に行う。 

  ・食物アレルギー対象生徒の正確な情報の把握と共有する。 

  ・献立内容を職員朝礼で毎日確認する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返

却 

喫

食 

食物アレルギー対応チェック方法 （岸和田市教育委員会 平成 30 年 2 月通知） 【小中学校版】 

 

前月中旬から月末までに実施 

管理職 ⑤「アレルギー表示 

  献立表」のコピー 

学級担任 

「対応一覧表」※ 

①「アレルギー表示 

  献立表」の配布 

③「アレルギー表示献立表」 

  確認（確認サイン記入） 

  必ず複数で行う！ 

保護者 

②献立内容をチェック（確認サイン記入） 

④報告 

※「対応一覧表」は年度当初に作成。誰もが食物アレルギ

ーの食材、対応が分かるように示しておく。食物アレルギ

ーの状況が変わればその都度変更する。児童生徒一覧表を

活用し、担当クラスの児童生徒分を抜き出して使用する。 

【食物アレルギー対応   実施日の流れ】 

除去食 一部献立の除去食 弁当持参 

食物アレルギー対応のある全児童生徒に関する情報を全教職員で共有 

 
 
 
 
 
 

声出し指さし確認 

「アレルギー表示献立表」と「個別の対応カード」をもとに配膳（または除去） 

□ 除去食が間違いなく 

配膳されたか 

□ 対象となる献立が 

配膳されていないか 

□ 持参した弁当がそろ
っているか 

□ 対象とする献立が 
配膳されていないか 

職
員
朝
礼 

献

立

決

定 
配

膳 

学級担任等（可能な限り複数の教職員）で、「アレルギー表示献立表」 
と「個別の対応カード」通りに間違いなく配膳できたか最終チェック！ 

   喫食前  

   確認！ 

○当該児童生徒が誤っておかわりをしないように確認する。 

○当該児童生徒が他の児童生徒の給食をもらうなどのやりとりをしないように確認する。 

○給食中から当該児童生徒の様子を観察し、症状の早期発見に努める。 

栄養教諭等は状況に応じて教室を巡回するなど、当該児童生徒の食べている様子を確
認 

○食器返却時にも当該児童生徒が除去した食材に触れることがないように注意する。 

食物アレルギー 

担当者 

   栄養教諭 

  養護教諭 

  学級担任 

  給食主任  等 
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【アレルギー症状への緊急時の対応手順】 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【その他の留意点】 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
全身の症状       
□ぐったりしている 

□意識もうろう 

□尿や便をもらす 

□脈が触れにくい 

□唇やつめが青白い 

 

呼吸器の症状 
□喉や胸が締め付けられる 

□声がかすれる 

□犬が吠えるような咳 

□息がしにくい 

□持続する強い咳き込み 

□ゼーゼーする呼吸 

消化器の症状 
□我慢できない腹痛 

□繰り返し吐き続ける 

 

① ただちに、エピペン®を使用 

② 救急車を要請（１１９番通報） 

・ 反応がなく、呼吸がなければ心肺蘇生→ＡＥＤ使用 

③ その場で安静にする（立たせたり、歩かせたりしない） 

   

 
 

④ その場で救急隊を待つ 

⑤ 可能なら内服薬を飲ませる 

上記の症状のうち、一つでも当てはまる場合 

 

発見者＝観察 

① 子どもから離れず観察 

② 助けを呼び、人を集める 

③ エピペン®と内服薬の準備を指示 

 

反
応
な
し
、
呼
吸
な
し 

○ぐったりしている・・仰向け、足を 15～30cm高くする。 

○吐き気・嘔吐・・・・嘔吐物による窒息を防ぐため、体と顔を横に向ける。 

○呼吸が苦しく仰向けになれない・・上半身を起こし、後ろに寄りかからせる。 

 

・エピペン®とAED、内服薬の準備 

・エピペン®とAEDの使用・介助 

・保護者への連絡 

・記録や他の児童生徒等への対応 等 

アレルギー症状がある 
（食物の関与が疑われる） 
 

原因物質を食べた

（可能性を含む） 

 

原因物質に触れた

（可能性を含む） 

 

緊急性が高いアレルギー症状があるか、5分以内に判断する！ 

迷ったらエピペン®を打つ！ただちに１１９番通報をする！ 
 

その他の教職員＝準備・連絡等 

 役
割
分
担 

・観察の開始時刻やエピペン®の使用時刻、5分毎の症状や内服薬を飲んだ時刻を記録する。 

・学校で症状が回復した場合でも、数時間後に再度、症状が出る場合があるので、保護者に迎えに来て

もらう。状況を説明したうえで、医療機関の受診を勧める。 

・緊急性が低い場合は、内服薬を飲ませ、保健室または安静にできる場所に移動させる。５分ごとの症

状を注意深く経過観察し、症状に応じて速やかに医療機関を受診したり、救急車を要請したりする。 
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【給食への異物混入時の対応】 

(1) 状況の把握とその対応 

・各学級の給食への異物混入の有無を確認し、生徒の健康状態を把握する。  

・異物の状況に応じ、現場をそのままにしておく。 

・学校全体の状況を取りまとめる。 

・救急車の必要がある場合は出動を要請し、教職員が同乗する。 

・生徒の不安解消に努める。 

(2) 危機管理体制の確立 

・保健所等に報告し、その指導・助言に基づき、当日及び翌日からの対応を決定する。 

・管理職は関係教職員に役割分担を指示する。 

・関係機関との対応は管理職が当たり、窓口を一本化する。 

(3) 保護者への連絡 

・保護者に対して、状況の報告と今後の対応、再発防止について説明を行う。 

(4) 関係機関等への連絡 

・教育委員会へ第一報の報告をする。 

・学校医、学校薬剤師に連絡し、対処の方法について指示を受け対応する。 

 

【集団食中毒への対応】 

(1) 早期発見 

・担任、養護教諭は、生徒の欠席状況の変化に留意し、異常の早期発見に努める｡ 

(2) 情報収集 

・担任は、出席者の様子や異常の訴え、早退者や欠席者の状況を把握する。 

(3) 生徒への対応 

・症状のある生徒については、速やかに医療機関で受診し、診断結果を学校に連絡することを保護者に依頼する。 

・健康な生徒、症状のある生徒共に精神的動揺も考えられるので、食中毒の正しい知識と二次感染予防について

指導する。 

・入院や欠席している生徒については、担任等が病院や家庭を訪問し、見舞いをするとともに、児童の容態を確認

する。 

(4) 関係機関との連携 

・管理職は直ちに教育委員会に第一報を入れるとともに、学校医・学校薬剤師・保健所へ連絡し、当日及び翌日以

降の学校運営（臨時休校・学校給食・プール使用）についての指示を求める。 

・管理職は対策委員会等を設置し、学校・家庭・地域及び専門機関が一体となって取り組むことができる体制づく

りに努める。 

・管理職は、保健所・教育委員会が行う検査や調査について全面的に協力し、特に立入検査がある場合は、担当

責任者を定めて的確に対応する。 

・情報の混乱を避けるため、関係機関や報道機関との対応は管理職が当たり、窓口を一本化する。 

(5) 保護者との連携 

・保護者に対しては、学校保健委員会・ＰＴＡ役員会、保護者説明会等を設け、事実を説明し、児童の健康調査・喫

食調査・検便等の各種調査への協力を依頼する。 

(6) その他 

・罹患生徒が、そのことでいじめの対象にならないよう配慮するとともに、心のケアに努める。 

 

３．留意点 

・集団発生時は、学校全体の被害者数の把握、生徒の症状把握、受診時の医療機関の把握などを行う。 

・必要に応じて、保護者への文書による報告や説明会を開くなどする。 

・当該生徒の人権やプライバシーを侵害しないように配慮する。 

・再発防止に向けて、指導の徹底を図る。 
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【食中毒および感染症等発生時の連絡体制】  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食中毒および感染症等の発生時または疑われる場合】 
各学校園においては、感染拡大の防止に努めるため、早急に学校園医に連絡し指示を仰ぐともに、岸和

田市教育委員会（総務課）に報告し、連携して対応にあたる。 

 

【学校給食による食中毒等が疑われる場合】 
早急に学校園医に連絡し指示を仰ぐともに、岸和田市教育委員会（学校給食課）に報告し、連携して対

応にあたる。 

 

 

 大阪府 
岸和田保健所 
地域保健課 

衛生課 

学校園医 

岸和田市 
環境整備課 

【③直ちに報告】 
 ・学校名   ・発生日時 

 ・学年、学級 ・有症者数 

・欠席者数  ・主な症状 

岸和田市 

健康推進課 

（保健センター） 

給
食
に
よ
る
食
中
毒
が
疑
わ
れ
る
場
合 

大阪府教育委員会 
保健体育課  
保健給食ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

岸和田市教育委員会 
学校給食課 

（給食センター） 

学校園 

④報告 

⑤報告 

③報告 ⑧ 
実態調査 
及び指導 

⑪報告 

⑪報告 

⑩施設消毒 

②指示 ①連絡 

⑧ 
実態調査 
及び指導     

⑦指示 

⑥指示 

⑥ 

立ち入り調査 

及び指示 

④報告 

③報告 
⑨指示 

④報告 

⑦指示 岸和田市教育委員会 

総務課 

・学校生活管理指導表を踏まえた日常の取組 

  「給食」や「食物・食材を扱う授業・活動」、「運動」、「宿泊を伴う校外活動」等、学校生活管理指導表における『学

校生活上の留意点』に基づく取組を行う。 

・給食時間における配慮（教室での対応） 

  日々の繰り返しの中で、確認作業が形骸化しないように注意が必要であり、給食時間中に誤食事故等が起きないよう

にルールを決めておく（P.16）。 

□ 献立内容の確認    □ おかわり等を含む喫食時の注意 

□ 給食当番の役割確認  □ 片づけ時の注意 

□ 配膳時の注意     □ その他交流給食などの注意 等について 

 

・食物アレルギーに関する指導 

・食物アレルギーを有する児童生徒等が、自分の病気や治療（除去、誤食時の対応）を知ることはもちろん、他の児

童生徒等にも理解や協力が得られるように配慮する。 

・当該児童生徒等の保護者の意向やプライバシーに十分配慮しながら、発達段階に応じて、他の児童生徒等にも食

物アレルギーについて理解させる指導を行うよう努める。 

・当該児童生徒が、食品表示（学校給食献立表の成分表などを含む）を読み取る指導等を学校や家庭においても行

い、自己管理能力を育成するとともに、体調に異常を感じた時に、状況に応じて適切に対処する力を育むよう努

める。 

  ・なお、食物アレルギーを有する児童生徒等を指導する際には、当該児童生徒等の気持ちに寄り添うことが重要であ

る。 
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Ｃ 登下校中の生徒の事故や不審者事案、行方不明などの通報に関する対応 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急対応が必要か ※２   

＜※２ 緊急対応が必要となる例＞ 

■凶器を持った不審者が通学路の近くで徘徊している。 

■校区内や周辺で凶悪な犯罪が発生し、解決していない。 

■登下校中の児童生徒等が襲われ怪我をした。 

■登下校中の児童生徒等に声をかけ、連れ去ろうとした。 

■金品を奪われた。 

 

   

＜※１ 把握する情報の例＞ 

□いつ、どこで、誰に、どのような事案か起こったか   

□110 番通報したか □負傷者はいるか 

□119 番通報したか □周囲に他の児童生徒等はいるか 

※被害本人からの聞き取りは、子どもの心情に寄り添うよう配慮する。 必要である 

＜※３ 不審者が確保されていない場合の登下校例＞ 

■登校前の場合は、必要に応じて自宅待機させる。 

■下校前の場合は、安全が確保されるまで学校に待機させる。 

■登下校中の場合、警察、保護者、地域住民、見守りボランテ

ィア等に安全確保への協力を要請する。 

■児童生徒等だけで登下校が難しい場合は、保護者への引き渡

しや保護者等の引率による集団登下校を実施する。 

   

不審者が確保されているか ※３  

いない又は不明 

□ 学校園内での子どもの安全確保 

□ 職員の警戒態勢・校内巡回体制 

□ 保護者への連絡（集団登下校や引

き渡し等について） 

□ 地域住民や見守りボランティアへ

の周知・支援要請 

下校後、家に帰っていない場合 休日（課業日外）の場合 

□ 関係機関への連絡（警察、消防、市教委、近隣校園）と情報収集（安まちメール・子ども 99 番

等） 

□ 交通指導員、見守りボランティア、子ども 110 番の家等への聞き取り 

□ 連絡網やメール配信システム等の活用（状況によっては家庭訪問） 

□ 他の児童生徒等の安否確認   □ 町内放送等を協議する  □ マスコミ対応等を協議する 

聞き取り 

（放課後、一緒に活動し

た者や下校した者から） 

□ 通学路周辺の捜索（危険箇所を念入りに）  □ 保護者との連絡  

 

□ 地域自治会、PTA、連合町会長等、各種団体に連絡する(教職員とともに探索) 

□ （必要に応じて）緊急対策本部を設置する    □ 翌日以降の指導の検討 

 

確認事項 

（下校した時間や校内

に残っていないか等） 

 

関係職員の招集 

（各学校園の危機管

理連絡網による） 

情報収集 

（関係児童生徒等よ

り事情を聞く） 

 

行方不明者の対応について   情報を受けた者から、校園長へ速やかに連絡を行う。 

その後は、校園長の指揮のもと行動する。 

 

被害者の安全確保（学校の取組） 

□ 現場（病院）に急行し、情報収集 

□ 未通報時、110 番（119 番）通報 

□ 教育委員会への第一報 

□ 被害児童生徒等の保護者への連絡 

□ 近隣校園・幼稚園・ちびっ子連絡 

□ 地域ボランティア等への支援要請 

学校への第一報   ※１ 
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Ｄ 交通事故への対応 

【交通事故発生後の初期対応】 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【重大かつ深刻な交通事故の場合】 

  事故の情報を整理し、警察・医療機関・ＰＴＡ等と連携しながら、容体の把握、保護者への対応、今後の対応

策や再発防止策、他の生徒等への指導などを検討する。また、緊急の対策本部を設置し、迅速な対応を講ずる。 

 

【当事者となった生徒等への対応】 

  事故当事者にはとるべき対応（警察等への通報や加害者の責任）がある。発達段階等により自らの力で適切に

対応できない場合があるので、事故後に生徒等がとった行動を確認し、対応が不十分の場合は保護者と連携のう

え、必要な支援・指導を行う。 

 

【心のケアについて】 

  次のような場面を経験した場合には、事故当事者以外の児童生徒等も含め、心的外傷後ストレス障害に発展す

る可能性が高くなるので、適切なケアが求められる。 

 

 

 

 

 

【交通事故防止のための事前の対策】 

 ・生徒の登下校時の行動を観察し、教育上の課題を見出す。 

 ・定期的に通学路の点検を行い、危険箇所を抽出し、除去していく取組みを推進する。 

 ・児童生徒等が発達の段階に応じて、事故を起こした時の対応の仕方や加害者の責任について理解するよう指導

しておく。 

・自転車保険の加入義務化（「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」平成 28年 7月）について

は、保護者にも周知しておく。 

 ・交通安全教室を通じて、日頃から交通ルールを遵守した行動や危険予測・危険回避ができるよう指導しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 
学校への第一報 

 

□110 番・119 番通報の確認 

□関係教職員と管理職で情報共有・連携体制 

□保護者への連絡 

□事故現場に急行して事態の把握 

□応急手当・安全確保 

□当事者の子どもを落ち着かせる 

□教育委員会への連絡 

●家族や友人が死亡重傷事故に遭うのを目の当たりにした。 

●生徒が加害者となり、他者に大けがを負わせた。 

●自分の行為が原因となり、他者を事故に巻き込んだ。 
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再び侵入？ 

退去したか？ 

E 不審者の侵入に対する対応 

 

 

 

                            正当な理由あり 

   不審者かどうか                           案内する 

正当な理由がない                                                            退去した 

                                退出 

 

退去しない                         侵入した 

                                              ない 

     危害を加える恐れは？ 

恐れがある                          退去しない 

 

隔離・通報  (管理職・授業担当外の教員) 

□教職員への緊急連絡 「桜台中学校の先生〇〇にお集まりください」 

□暴力行為抑止と退去説得   (〇〇は侵入場所、授業担当外は集まる) 

□110番通報   □別室等へ案内隔離    

□教育委員会へ連絡       

 

生徒の安全を守る(授業担当教員) 

□全校への周知（近くの教室への避難、施錠） □侵入者の移動阻止 

□防御（暴力抑止と被害拡大防止） 

□避難誘導            

□教職員の役割分担と連携                □警察による保護逮捕 

  

(侵入者退去後)生徒の集合・安否確認 (保護者等の場合)生徒の集合・安否確認 

□体育館へ集合（安否確認・状況説明） 

□保護者へメール配信 

□（安全確認後）下校指導           

□教職員校区巡視        

□教室で待機（担任安否確認） 

□放送等で状況説明・保護者メール配信 

□（安全確認後）下校指導           

□教職員校区巡視        

 

               負傷者がいるか     いない 

               いる 

応急手当などをする 

□速やかに 119番通報   

□救急車到着まで応急手当 

□被害者の心のケア着手 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 事後対応 

□情報の整理                □保護者等への説明会（全校集会、保護者会）  

□心のケア                  □再発防止対策実施 

□報告書の作成提出          □災害共済給付請求 

 

関係者以外の学校への立ち入り 

退去を求める 

退去を求める 

した 

現場指揮係･･････････学年主任 

防 護 係･･････････現場教職員 

避難誘導係･･････････現場教職員 

安否確認・救護係････学級担任・養護教論 

警察・消防への連絡・対応････教頭・生徒指導主担 

裏門の開錠････教頭・生徒指導主担、教務主任 

教育委員会・関係団体等への連絡････校長・教頭・首席 

ＰＴＡへの連絡････････教頭・教務・首席 

報道関係への対応･･････校長 
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F 災害発生時の対応 

【火災発生時】 

 

 

 

通報 

初期消火 

発見者 

近隣者 

□緊急連絡（火災報知器等）   

□初期消火、防火扉の閉鎖 

□消防への通報（119番通報） 

 

 

 

 

 

 

火災時の安全防災組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難誘導 

安全確保 

全教職員 

□生徒・教職員の避難誘導、安全確保 

□安全確保（点呼等） 

□生徒の不安軽減 

 

               

                指 揮 係････各学年主任。各学年を指揮し、生徒の人数を把握して安否の確認し、 

校長                        必要な指揮を行う。 

 

                  通報連絡係････有事の連絡はじめ、必要な情報を指揮係ほかに伝える。 

                                 

            避難誘導係････生徒の安全な避難を誘導する。 

教頭           

 防護安全係････生徒の安全な避難路を確保する。また、防火戸の確認等被害の 

                                防護を行う。 

                  救 助 係････被害者の有無を確認し、救助を行う。 

           

初期消火係･･･消化器や消火栓により初期消火を行う。       

 

                  応急救護係････被害者の応急処置を行う。 

  

搬 出 係･･･指導要録、学籍簿などの重要書類等を搬出する。 

 

※ 初期消火で対応できない場合は、教頭が消防署への連絡を行う 

火災発生 

統括 

管理職 

 

□全体指揮 

□情報の一元化、記録 
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  【地震発生時】 

 

 【地震発生 課業中の場合】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登下校中の地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

休日の地震発生 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

① 登校前 

（午前 7時まで） 

初期対応（大きな揺れが収まるまで） 

□「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所に避難 

□教職員による的確な指示 

□頭部の保護（カバンや座布団、帽子等） 

二次対応（揺れが収まった後、津波・火災等の危険から回避するまで） 

□素早い情報収集・避難準備 

□臨機応変な判断と避難誘導（避難場所・避難経路の決定や指示） 

□点呼、不明者や負傷者の確認（安否確認） 

対策本部の設置 

□保護者への連絡（避難状況や引き渡し等について） □引き渡し（待機） 

□避難所協力                                  □教育委員会との連携 

 

□ 揺れが収まった後、学校または自宅、（広域）避難

場所のいずれか近い所に避難するよう指導する。 

※津波警報発令時の避難場所を事前に周知徹

底しておく。 

課業時と同様の対応 

 

□ 部活動顧問等の指示により、校内にいる生徒を

避難させる。 ※部活動等の参加者、人数を正

確に把握しておく。 

課業時と同様の対応 

 

震度 5弱以上 

 

② 午前 7時～始業時間後 ③ 休日に発災 

震度４以下 

 

原則、平常どおり授業 

余震の状況、施設や通学路の状
況等、安全確保上問題が生じる
おそれがある場合は、校園長の
判断で臨時休業、授業の繰下げ
等の措置を行う。 

臨時休業 授業中止 翌日は原則、臨時休業 

学校園が安全に学習できる環境に復旧すれ

ば、保護者に連絡する。 

授業を行う場合は、保護

者に連絡する 
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【津波発生時】 

・本校は海抜約 30 メートルに位置している。校区内には、海抜高度が約 15 メートルの地域もある。生徒に津波被害が

及ばないようにするために、十分な情報収集を行い生徒の安全確保に努める必要がある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【気象警報発令時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※１ 

地域に避難情報（避難準備・避難勧告・避難指示）が出ている又は出された場合、当該学校園は特別警報または 

暴風警報発令時と同様の対応をとる。避難情報が出された地域を通学区に含む中学校も同様の対応とする。 

 

※２ 

生徒等の安全上、問題が生じるおそれ等があると学校長が判断した場合は、臨時休業（市教委に事前連絡）、 

授業時間の繰上げ・繰下げ等の措置を講じる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波警報または大津波警報 ※１ 

 

①登校前（午前 7時まで） ② 午前 7時～始業時間後 

授業中止 

岸和田市に 

特別警報または暴風警報 

大雨警報・暴風雪警報 
 

 

地域に避難情報 ※1 

（避難準備・避難勧告・避難指示） 

① 午前 7時現在  

② 午前 7時～始業時間 
③ 始業時間以降 

臨時休業 授業中止 

 

 

洪水警報・ 

波浪警報・高潮警報 

 

 

(原則)平常通り ※2 
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【大雨・集中豪雨】 

急な積乱雲の発達は、落雷、竜巻などのほかに、短時間での局所的な大雨（ゲリラ豪雨）をもたらすこと

があり、場所によっては流されたり溺れたりする危険があります。 

区分 渓流，河川敷，中洲，親水公園、用水路

等川のそば 

地下室や地下を通る道路など周囲より低い場所 

危険性 ・急な増水で流される。 

・中州に取り残される。 

地下…氾濫した水が流入する。 

道路…路面が冠水し、側溝等に転落する。低地や道路

のアンダーパスが冠水し、自動車の走行不能や

水没が発生する。 

サイン ・水かさが増え、濁ったり枝などが流れ

てくる時は危険。 

・地表がコンクリートで覆われているような都市部で

は，1時間に20ミリ以上の雨が降ると要注意。 

対応 ・野外活動など川沿いで行う場合は，急

な増水に備え、あらかじめ避難経路を確

認しておく。 

・橋の下での雨宿りは厳禁。 

・地下施設から地上又は地上階に移動する。 

・路面が冠水したら、水が引くまで道路上を歩かな

い。 

 

 

【雷】 

「生徒が屋外で活動中、落雷の予兆があった場合は，速やかに活動を中止し、危険性がなくなると判断されるまで、 

安全な場所に避難し、生徒の安全確保を最優先事項として行動する。」ことを全教職員に徹底する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雷が近くで聞こえた時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のような変化を感じたら、それは積乱雲が近づいているサインある。まもなく、激しい雨と雷がやってきます。竜

巻などの激しい突風が起きるおそれもある。 

・真っ黒い雲が近づいてきた         ・雷の音が聞こえてきた        ・急に冷たい風が吹いてきた 

 

・部活動などの屋外活動を中断し、速やかに屋内に避難する。 

・下校前の場合は、素早く情報を収集し、必要に応じて学校に生徒等を待機させる。その際は、学校の対応を保護 

者等に連絡することが大切になってくる。 

 

・登下校時に発生した場合には、近くの安全な場所に避難し、無理に屋外を移動しないようにする。 

・自転車に乗っている場合は、すぐに降りて姿勢を低くして、安全な場所に避難する。 

・鉄筋コンクリート建築、自動車、バス、電車の内部は比較的安全である。木造建築の内部も基本的に安全だが、全ての電気器具、天井・壁から１メ

ートル以上離れればさらに安全である。 

・近くに避難する場所がないような場合には、低い場所を探してしゃがむなど、できるだけ姿勢を低くするとともに、地面との接地面をできる限り少な

くする。 

・電柱、煙突、鉄塔、建築物などの高い物体のてっぺんを 45度以上の角度で見上げる範囲で、その物体から４ｍ以上離れたところに退避する。 

・高い木の近くは危険なので、最低でも木の全ての幹、枝、葉から２ｍ以上は離れる。。 

・確率的にはグラウンドに落雷することは少ないと考えられるが、部活や屋外の活動はすぐに｢中断｣して安全を確保するべきである。 

・試合等の開催のために多くの人手と時間を費やしたことや、中止などをを考えると、はなかなか｢中止」という決断に踏み切れない。最近の落雷は 

頻発する傾向にあるが、それでも「中止」する必要はめったにない。多くの場合数十分程度の「中断」で済む。生徒の安全のためにまず中断を考え 

るようにする。最後の雷鳴から 30分が経過すれば、雷雲は去ったと判断できるので、部活動や屋外の活動を再開してもかまわない。２０分でも概 

ね大丈夫と考えられるが、確実性を重視するならば 30分を基準にすること。 
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G その他 

  【支援が必要な生徒等における留意点】 

１．障がいのある生徒等が事故等発生時に陥りやすい支障 

 

【学校への犯罪予告（爆破予告）・テロへの対応】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の理解や
意思表示 

 

・情報の理解・判断に時間を要したり、できなかったりすることがある。 

・自分から意思を伝えることが困難なことがある。 

 ※全体への緊急情報伝達だけでは情報伝達漏れが生じやすく、視覚障がいや聴覚障がいでは、障

がいに応じた情報伝達方法の配慮が必要である。 

  知的障がいのある児童生徒等には、個別に簡潔な指示を与える必要がある。 

危険回避行動 

 

・危険の認知が難しい場合がある。 

・臨機応変な対応が難しく、落下物から逃げるなどの危険回避が遅れることがある。 

・風水害時の強風や濁流等に抗することが難しい。 

・危険回避しようとして慌てて行動することがある。 

・けがなどをしても的確に訴えず、周囲が気付かないことがある。 

避難行動 

 

・落下物や転倒物、段差や傾斜により避難行動に支障が生じることがある 

（肢体不自由・視覚障害）。 

・エレベーターが使えない状況で、階下や階上への避難に支障が生じることがある 

（肢体不自由）。 

 
生活・生命維持 

 

・薬や医療用具・機器がないと生命・生活の維持が難しい。 

・避難時の天候や気温によっては生命の危険がある。 

 
非日常への適応 

 

・経験したことのない場面や急激な環境の変化に、うまく対応できないことがある。 

・不安な気持ちが被災により増幅され、普段以上に感情のコントロールができない。 

 

(留意点) 
・当該情報に最初に触れた教職員は速やかに管理職等へ報告し、

校内で情報共有するとともに、迅速に教育委員会や警察に通
報し、指示や情報を得る。学校園は、警察の指示のもと、教育
委員会と連携し事案に応じて適切に対処する。 

・児童生徒等を不安にさせない配慮をしつつ、最悪の状況を想定
し、安全を第一として対応する。 

・学校においては、不審な物がないか等、以前と異なる状況を早
期に発見できるよう、日頃から学校の環境を整備し安全点検
等を実施する。特に薬品等の備品管理を徹底する。 

 

犯罪予告等の情報 

 

児童生徒等の安全確保 

警察 市教委 学校園 

（校園長）

等） 
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【Jアラート発令】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 学校にいる場合の避難行動等の留意点 

 

 

 

 
 
２ 登下校時の避難行動等の指導上の留意点 

 

 

 
 

 

 

３ 上空通過情報や領海外の海域への落下情報が発信された場合は、避難解除を意味するので、日常生活に戻って 

登校等を開始することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋内では、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。 

・屋外では、近くの建物（できれば頑丈な建物）の中または地下に避難する。 

・適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守る。 

・安全が確認されるまでは、屋内に避難しておく。 

・テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて情報収集に努める。 

 

 

 
・学校か家、近い方に向かう。 

・選択できない場合は、「できる限り速やかに近くの頑丈な建物の中に避難する」、「適当な建物が近

くにない場合は、物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場所に身を隠すか、地面に伏せ

頭部を守る。 

・登下校時の対応等については、あらかじめ家庭でも協議し共有してもらう。 

 
 
 

 

登校前 

 

授業中断 
避難行動 ※1 

 

④「ミサイル通過。〇〇から〇〇へ通過した模様。」 

④「ミサイルは〇〇海に落下した模様。」※３ 

 

③大阪府域に 

落下した場合 

臨時休業 

 

各自、避難行動※2  

 

① 「ミサイル発射。避難してください。」 

② 「直ちに避難。ミサイルが落下する可能性があります。」 

③ 「ミサイルが〇〇地方に落下した可能性があります。」 

 

在校園時 

 

登下校時 

 

自宅待機 

自宅待機解除 
（授業の繰り下げ等、 

保護者連絡） 

 

安全確認後 

授業再開 

 

登下校再開 
（状況に応じて安否確認・ 

保護者連絡） 
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【体罰、セクシュアル・ハラスメント防止の取組み】 

体罰、セクシュアル・ハラスメントは、生徒の人権を著しく侵害する行為であり、絶対に許されないことであると改めて

理解・認識し、その防止に計画的に取り組む必要がある。 

 

・正しい生徒の理解と信頼関係に基づく指導を行うために、管理職より教職員に対して府教育委員会が作成した資 

料等を活用した校内研修を実施し、体罰、セクシュアル・ハラスメントを許さない意識をより一層高めること。 

・校内に相談窓口を設置するとともに、あわせて様々な相談窓口について、生徒や保護者に対し、その周知を行うよう 

指導すること。 

・体罰、セクシュアル・ハラスメントが起きた時は、被害生徒の救済と心のケアを最優先し、速やかに関係機関と連携 

を図り、組織的かつ厳正に対応すること。また、再発防止に向けて事象の要因や背景を分析するとともに、具体的な 

取組みを推進するよう指導すること。 

 

【職場におけるハラスメントの防止】 

   職場におけるハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけるとともに、職場環境を悪化させる許されない行為である

ことをすべての教職員が認識しなければならならない。快適で働きやすい職場環境づくりを進めるためには、ハラスメン

トを根絶する必要がある。 

・職場におけるハラスメント（一般的に言われる、パワハラ、セクハラ、マタハラ【マタニティ・ハラスメント】）の防止に向 

けて、教職員の研修の充実、相談窓口の周知及び対応マニュアルの整備が図らる。 

・管理職はハラスメントのない、快適な働きやすい職場環境づくりを進めるよう指導すること。 

・管理職自身もハラスメントに対する感覚を養い、職場におけるハラスメント防止により一層努めるよう指導・助言を 

行うこと。 

 

【セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントを受けたとき】 

各ハラスメントの被害に遭ったときは、相手に対して明確な意思表示をする。しかし、状況が改善しない場合は、身近

な信頼できる人に相談する。職場内で相談することが困難な場合には、その言動を具体的に記録しておき、セクハラ相

談窓口、パワハラ相談窓口等を利用する。 

 

【セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの相談があったとき】 

(1) 相談体制の確立 

・２人の教職員で対応し、セクシュアル・ハラスメントの場合は、同性の教職員が同席する。 

・相談時間や相談場所等に配慮するとともに、関係者の人権やプライバシーを尊重し、秘密を厳守する。 

 

(2) 相談者からの事実関係等の聴取 

・相談者の主張に真剣に耳を傾け、丁寧に話を聞き、次の事項を把握する。 

ア 被害者と加害者とされる教職員の関係はどのようなものか。 

イ 各ハラスメントの言動が「いつ」、「どこで」、「どのように」行われたか。 

ウ 相談者が加害者とされる教職員に対してどのような対応をとったか。 

エ 他の同僚等に相談をしたか。 

・聴取した事実関係等を相談者に確認し、記録しておく。 
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(3) 加害者とされる教職員からの事情聴取及び指導 

・加害者とされる教職員の主張に真剣に耳を傾け、丁寧に話を聞く。 

・セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントとは何かを理解させる。 

・事実確認の結果、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントと判明すれば、謝罪をさ 

せるなどして、被害者との信頼関係の回復を図る。 

 

(4) セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントと判断できない場合 

・両者から聴取した事実関係に不一致があり、事実確認が十分できない場合などは、人権やプライバシーに配慮しな

がら、周囲の教職員等の第三者から事実関係等を聴取する。 

 

(5) 相談者に対する説明 

・これまで確認した事実関係を伝え、今後の具体的な対応や方針について、相談者に説明する。 

 

(6) 教育委員会への報告 

・セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントの相談対応を行った場合は、その状況を教 

育委員会に報告する。 

 

 

【相談窓口】 校長・教頭・首席・養護教諭・こども支援 CO 
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点
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1
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3
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○

4
○

○

5
○

○
○

○

6
○

○

7
○

○

8
○

○

9
○

○

1
0

○
○

1
1

○

1
2

1
3

○
○

1
4

○
○

1
5

○

1
6

○
○

○

1
7

○

1
8

○
○

○

1
9

○

2
0

○

計
測

コ
ン
セ
ン
ト
の
差
し
込
み
・
接
続
部
分
に
接
触
不
良
や
損
傷
は
な
い
か
。

１
つ
の
コ
ン
セ
ン
ト
か
ら
配
線
を
し
す
ぎ
て
い
な
い
か
。

黒
板
・
室
内
の
照
度
は
適
切
か
。
（
照
度
計
に
よ
る
計
測
：
昼
・
夜
間
）

事
 務

 長
※

　
連

絡
事

項
（
次

年
度

へ
の

引
き

継
ぎ

等
）

確認印

内
壁
に
剥
離
や
亀
裂
は
な
い
か
。

教
　

　
頭

校
　

　
長

固
定
式
ス
ク
リ
ー
ン
は
し
っ
か
り
固
定
さ
れ
、
作
動
す
る
か
。

フ
ッ
ク
な
ど
の
金
具
類
が
身
体
に
触
れ
て
危
険
は
な
い
か
。

掲
示
の
画
鋲
等
は
し
っ
か
り
と
と
め
ら
れ
て
い
る
か
。

点
　
　
検
　
　
項
　
　
目

床
面
に
浮
き
、
摩
耗
、
破
損
、
ゆ
が
み
は
な
い
か
。

窓
・
窓
ガ
ラ
ス
・
出
入
り
口
の
扉
は
外
れ
や
す
く
な
い
か
。

床
に
釘
や
、
さ
さ
く
れ
が
出
て
い
な
い
か
。

床
が
滑
り
や
す
く
、
転
倒
の
お
そ
れ
が
な
い
か

べ
ラ
ン
ダ
・
バ
ル
コ
ニ
ー
に
破
損
、
損
傷
は
な
い
か
。

教
室
備
品
（
Ｐ
Ｃ
・
Ｔ
Ｖ
・
戸
棚
・
ロ
ッ
カ
ー
・
清
掃
用
具
入
れ
）
に
損
傷
は
な
い
か
。

場
所

教
室
（
そ
の
１
）

点
検
方
法

黒
板
や
黒
板
ク
リ
ー
ナ
ー
等
に
破
損
や
故
障
は
な
い
か
。

窓
・
窓
ガ
ラ
ス
等
に
損
傷
は
な
い
か
。

窓
や
出
入
り
口
の
鍵
じ
ま
り
は
で
き
る
か
。

カ
ー
テ
ン
（
暗
幕
・
レ
ー
ル
等
）
に
損
傷
は
な
い
か
。

教
室
備
品
（
Ｐ
Ｃ
・
Ｔ
Ｖ
・
戸
棚
・
ロ
ッ
カ
ー
・
清
掃
用
具
入
れ
）
に
転
倒
防
止
が
さ
れ
て

い
る
か

Ｐ
Ｃ
・
Ｔ
Ｖ
等
電
気
製
品
の
故
障
、
プ
ラ
グ
や
コ
ー
ド
の
損
傷
は
な
い
か
。

照
明
器
具
の
不
具
合
や
ス
イ
ッ
チ
、
コ
ン
セ
ン
ト
、
コ
ー
ド
に
不
良
箇
所
は
な
い
か
。

○
異
常
な
し
　
△
異
常
あ
り
（
軽
度
）
　
×
異
常
あ
り
（
修
理
・
交
換
）

備
　
　
　
考

（
異
常
の
詳
細
記
入
）

目視
打音

振動
負荷

作動

定
期
点
検

臨
時
点
検

 

【資料】 学校内安全点検票（例） 
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1
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3
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3
4

○

3
5
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3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

試
聴
・
点
検

○
異
常
な
し
　
△
異
常
あ
り
（
軽
度
）
　
×
異
常
あ
り
（
修
理
・
交
換
）

備
　
　
　
考

（
異
常
の
詳
細
記
入
）

目 視
打 音

振 動
負 荷

作 動

冷
・
暖
房
器
具
の
破
損
や
不
具
合
は
な
い
か
。

冷
・
暖
房
器
具
の
周
り
に
障
害
物
や
燃
え
や
す
い
物
は
な
い
か
。

冷
・
暖
房
器
具
の
使
用
規
程
等
が
つ
く
ら
れ
、
守
ら
れ
て
い
る
か
。

場
所

教
室
（
そ
の
２
）

点
検
方
法

個
人
ロ
ッ
カ
ー
は
適
切
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
。
（
破
損
・
中
の
清
掃
な
ど
）

ゴ
ミ
箱
等
が
破
損
し
た
り
、
悪
臭
を
発
生
し
て
い
な
い
か
。

鏡
は
固
定
さ
れ
、
亀
裂
・
破
損
は
な
い
か
。

定
期
点
検

臨
時
点
検

観
察
・
指
導

点
　
　
検
　
　
項
　
　
目

机
・
椅
子
に
さ
さ
く
れ
が
あ
っ
た
り
、
ネ
ジ
の
緩
み
や
釘
な
ど
が
出
て
い
な
い
か
。

教
卓
・
教
壇
の
破
損
、
さ
さ
く
れ
、
釘
な
ど
は
出
て
い
な
い
か
。

配
膳
台
は
損
傷
し
て
い
な
い
か
（
特
別
支
援
学
校
）

※
　

連
絡

事
項

（
次

年
度

へ
の

引
き

継
ぎ

等
）

確 認 印

事
 務

 長

教
　

　
頭

校
　

　
長

洗
面
台
は
清
潔
で
、
つ
ま
っ
た
り
や
悪
臭
を
出
し
て
い
な
い
か
。
（
特
別
支
援
学
校
）

管
理
責
任
者
は
明
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る
か
。

天
井
の
破
損
や
シ
ミ
、
雨
漏
り
は
な
い
か
。

放
送
設
備
は
、
常
に
正
常
に
機
能
し
て
い
る
か
。
（
緊
急
・
一
斉
放
送
の
試
聴
）

お
ぶ
い
ひ
も
は
常
備
さ
れ
て
い
る
か
（
特
別
支
援
学
校
）

畳
や
ふ
す
ま
に
異
常
は
な
い
か
。
（
特
別
支
援
学
校
：
生
活
訓
練
室
）

換
気
扇
は
正
常
に
作
動
し
、
室
内
の
換
気
は
適
切
に
行
わ
れ
る
か
。
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点
検

者
氏

名
・
印

N
o
.

4
／

5
／

6
／

7
／

8
／

9
／

1
0
／

1
1
／

1
2
／

1
／

2
／

3
／

／
／

1
○

○
○

2
○

○
○

3
○

○

4
○

○

5
○

○

6
○

○
○

7
○

○
○

8
○

○
○

○

9
○

○
○

1
0

○
○

1
1

○
○

1
2

○
○

1
6

○
○

1
3

○

1
4

○

1
5

○

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

※
　

連
絡

事
項

（
次

年
度

へ
の

引
き

継
ぎ

等
）

確認印

事
 務

 長

教
　

　
頭

校
　

　
長

目視
打音

振動
負荷

場
所

備
　
　
　
考

（
異
常
の
詳
細
記
入
）

作動

定
期
点
検

臨
時
点
検

点
検
方
法

○
異
常
な
し
　
△
異
常
あ
り
（
軽
度
）
　
×
異
常
あ
り
（
修
理
・
交
換
）

点
　
　
検
　
　
項
　
　
目

出
入
り
口
の
戸
、
窓
、
窓
ガ
ラ
ス
等
に
破
損
は
な
い
か
。

床
面
、
内
壁
に
破
損
は
な
い
か
。

体
育
館
・
体
育
倉
庫

床
面
は
滑
り
や
す
く
な
っ
て
い
な
い
か
。

鉄
棒
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
等
の
支
柱
の
ね
じ
の
ゆ
る
み
は
な
い
か
。

フ
ロ
ア
ー
等
金
具
蓋
が
破
損
し
、
外
れ
て
い
な
い
か
。

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
等
の
巻
き
上
げ
金
具
は
安
全
に
固
定
さ
れ
、
正
常
に
作
動
す
る
か
。

固
定
式
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
に
ぐ
ら
つ
き
は
な
い
か
。

館
内
の
設
備
・
用
具
類
は
安
全
に
固
定
さ
れ
、
正
常
に
作
動
す
る
か
。

用
具
は
整
備
さ
れ
、
倒
れ
る
こ
と
は
な
い
か
。

イ
ス
等
収
納
台
車
は
安
全
に
動
く
か
。

分
電
盤
は
施
錠
さ
れ
て
い
る
か
。

緞
帳
・
吊
り
看
板
等
は
正
常
に
動
き
、
使
用
時
以
外
は
固
定
さ
れ
て
い
る
か
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
児
童
生
徒
が
入
ら
な
い
よ
う
注
意
が
示
さ
れ
て
い
る
か
。

ピ
ア
ノ
は
（
未
使
用
時
）
固
定
さ
れ
て
い
る
か
。

演
壇
に
破
損
は
な
い
か
。

緞
帳
、
暗
幕
（
カ
ー
テ
ン
）
や
レ
ー
ル
に
破
損
故
障
は
な
い
か
。
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点
検

者
氏

名
・
印

N
o
.

4
／

5
／

6
／

7
／

8
／

9
／

1
0
／

1
1
／

1
2
／

1
／

2
／

3
／

／
／

1
○

2
○

3
○

4
○

5
○

○
○

6
○

7
○

8
○

○

9
○

○

1
0

○

1
1

○

1
2

○
○

○
○

○

1
3

○

1
4

○
○

○
○

○

1
5

○

1
6

○

1
7

1
8

1
9

2
0

備
　
　
　
考

（
異
常
の
詳
細
記
入
）

定
期
点
検

臨
時
点
検

○
異
常
な
し
　
△
異
常
あ
り
（
軽
度
）
　
×
異
常
あ
り
（
修
理
・
交
換
）

点
検
方
法

目 視
打 音

振 動
負 荷

作 動

事
 務

 長

教
　

　
頭

校
　

　
長

場
所

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
校
舎
敷
地
等

釘
や
危
険
な
物
が
刺
さ
っ
て
い
な
い
か
。

極
端
な
凹
み
や
盛
り
上
が
り
は
な
い
か
。

そ
の
他
の
異
常
は
な
い
か
。

マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
・
送
気
口
格
子
蓋
の
破
損
は
な
い
か
。

点
　
　
検
　
　
項
　
　
目

確 認 印

照
明
設
備
の
安
全
管
理
（
塔
の
腐
食
・
電
気
の
漏
電
な
ど
）
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

死
角
と
な
っ
て
い
る
空
き
地
な
ど
に
空
き
缶
や
粗
大
ゴ
ミ
な
ど
が
廃
棄
さ
れ
て
い
な
い
か
。

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
支
柱
な
ど
、
器
具
等
に
故
障
や
破
損
は
な
い
か

ゴ
ミ
箱
が
破
損
し
て
い
た
り
、
満
杯
に
な
っ
て
い
な
い
か

※
　

連
絡

事
項

（
次

年
度

へ
の

引
き

継
ぎ

等
）

地
割
れ
や
大
き
な
陥
没
は
な
い
か
。

排
水
口
や
側
溝
が
埋
ま
っ
て
排
水
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

緊
急
時
（
落
雷
な
ど
）
の
安
全
対
策
（
避
難
場
所
）
は
確
保
・
徹
底
さ
れ
て
い
る
か
。

砂
場
の
整
備
状
態
や
衛
生
（
猫
等
の
排
泄
な
ど
）
は
保
た
れ
て
い
る
か
。

立
ち
木
の
枝
な
ど
植
物
に
危
険
な
物
は
な
い
か
。

樹
木
に
邪
魔
な
枝
や
害
虫
は
な
い
か
。

埋
め
込
み
式
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
安
全
は
配
慮
さ
れ
て
い
る
か
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
通
路
に
亀
裂
や
凸
凹
は
な
い
か
。
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